
多治見市池田保育園指定管理者公募要領
多治見市では、多治見市池田保育園（以下「池田保育園」といいます。）について、平成18年４月１日より「多治見市保育所の設置及び管理に関する条例」（昭和60年条例第１号。以下「条例」といいます。）第３条に基づき、指定管理者による管理運営制度を導入しています。
令和３年３月31日をもって現在の指定管理期間が満了となりますので、次の要領により池田保育園の管理運営（施設の管理運営及び事業の実施）を行う指定管理者を募集します。
　なお、指定管理者制度については、この要領に定めるもののほか、次の規定を参照してください。
（１）地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。）
（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」といいます。）
（３）多治見市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成16年条例第26号。以下「手続条例」といいます。）
（４）多治見市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成16年規則第62号。以下「手続規則」といいます。）
（５）多治見市保育所の設置及び管理に関する条例（昭和60年条例第１号）
（６）多治見市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和53年規則第12号）
（７）多治見市行政手続条例（平成９年条例第１号）
（８）多治見市個人情報保護条例（平成８年条例第25号）
（９）多治見市情報公開条例（平成９年条例第22号。以下「情報公開条例」といいます。）
１　対象施設
（１）名    称　　多治見市池田保育園
（２）所　　在　　多治見市池田町３丁目120番地
（３）設置目的　　保護者の申請を受けて、保護者の労働又は疾病その他の事由により保育を必要とする場合において、その監護すべき乳児又は幼児（以下「児童」といいます。）を保育することを目的とします。
（４）入所定員　　入所児童の定員は90人です。ただし、クラスごとの定員数は次のとおりです。また、指定管理者は市と協議の上、年度途中に入所定員を超える児童（定員の10％程度まで）を受け入れることができるものとします。　　　　　　　　
	クラス
	定員数

	０歳児
	６人

	１歳児
	１２人

	２歳児
	１２人

	３歳児
	２０人

	４歳児
	２０人

	５歳児
	２０人

	計
	９０人


（５）施設概要
　　　認可年月日　　昭和24年７月１日
　　　敷地面積　　　4,111.35㎡
　　　建物概要　　　園　舎：鉄筋コンクリート造　２階建（竣工：平成15年３月）
　　　　　　　　　　遊戯室：鉄骨造　平屋建
　　　　　　　　　　延べ床面積1,340.42㎡
　　　施設内容　　　保育室４(199.92㎡）、遊戯室１(150.72㎡)、ほふく室１(49.98㎡)、乳児室１（49.98㎡）、一時保育室１（49.00㎡）、
子育て支援センター１（49.00㎡）、宅老所１（57.05㎡）、
多目的スペース１（87.50㎡）、調理室１(83.38㎡)、
事務室１(65.27㎡)、教材室１(49.98㎡)等
（６）利用実績　　
      ●入所児童（各年度４月１日現在）

	
	0歳児
	1・2歳児
	3歳児
	4・5歳児
	合計

	平成28年度
	4
	24
	20
	31
	79

	平成29年度
	5
	24
	20
	40
	89

	平成30年度
	5
	24
	19
	40
	88

	平成31年度
	4
	24
	19
	39
	86


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　管理の基準
（１）保育時間
	保育短時間（8時間）
（平日・土曜日）
	通常保育（11時間）
（平日・土曜日）

	通常
	延長
	通常
	延長

	8:30～16:30
	7:00～8:30
16:30～19:00
	7:00～18:00
	18:00～19:00


（２）一時保育時間　　
平日・土曜日　　午前８時30分から午後４時30分まで（土曜日は午前中のみ）
（３）休園日
①日曜日
②国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
③12月29日から翌年の１月３日までの日
（４）保育時間及び休園日の変更
指定管理者は、保護者の就労時間その他家庭の状況を考慮して、必要と認める時は、あらかじめ市長の承認を得て、保育時間若しくは休園日を変更し、若しくは臨時に休園日を定め、又は休園日に臨時に開園することができます。
３　指定管理者が行う業務 
（１）池田保育園に入所する児童への保育の実施に関すること。
（２）次に掲げる特別保育の実施に関すること。
　　①延長保育
　　②障がい児（要支援児を含む。以下同じ。）保育
　　③一時保育
　　④その他市長が必要と認める事業
（３）池田保育園の維持管理に関すること。
（４）その他（別紙「多治見市池田保育園の管理に関する仕様書」のとおり）
４　指定期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日までの５年間
５　業務の引継ぎ
令和３年１月１日から同年３月31までを引継ぎ期間とします。
· 次期指定管理者が現行の指定管理者と異なる場合については、業務引継ぎを円滑に行うため、現行の指定管理者に勤務する正規職員４名以上、また、正規職員、臨時職員を問わず半数の現行指定管理者職員採用に努めること。
６　利用料
一時保育に係る利用料は市が定める利用料に準じて、私的契約児の保育に係る利用料は公定価格に準じて、指定管理者が定めるものとし、指定管理者の収入とします。
●令和元年度利用料
＜一時保育＞
・０歳児　　　　　　　　400円/１時間
・１・２歳未満児　　　　350円/１時間
・３歳児以上　　　　　　250円/１時間
・給食費（主食代含む）　240～260円
・おやつ代　　　　　　　100円
＜私的契約＞
保育単価相当額（公定価格）
●過去の利用人数（延べ人数で表示）
	　　
	一時保育
	私的契約

	平成28年度
	492人
	０人

	平成29年度
	592人
	０人

	平成30年度
	313人
	０人


７　申請資格
（１）認可保育所・幼稚園を開設している社会福祉法人又は学校法人
（２）申請者の制限
次に該当する法人は、申請者となることができません。
ア　指定管理者の指定を請負とみなした場合に、法第92条の２、第142条（同条を準用する場合を含みます。）若しくは第180条の５第６項の規定に抵触することとなる場合の法人
イ  施行令第167条の４の規定により本市における一般競争入札の参加を制限される法人
ウ  当該団体の責めに帰すべき事由により、法第244条の２第11項の規定による指定の取消しを受けた後２年を経過していない法人
エ  国税又は地方税を滞納している法人
オ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体等
８　公募要領の配布
（１）配布場所
多治見市役所駅北庁舎　福祉部子ども支援課
　　　〒507-8787　多治見市音羽町１丁目233番地
　　　電話番号　　　　　0572－23－5947
　　　ファックス番号　　0572－23－8577
　　　e-mail  　　　　　kodomosien＠city.tajimi.lg.jp
（２）配布期間
　　　令和２年６月1日(月)から同月30日(火)まで
ただし、土・日・祝日を除きます。
（３）配布時間
　　　午前９時から午後５時15分まで
（４）配布方法
上記配布場所にて直接配布します。直接窓口に来所することが難しい場合は、多治見市ホームページからダウンロードするか、郵送請求してください（返信用封筒（角２型、250円切手同封））。また、郵送請求の場合は、書留等によることとし、申請書類の提出期限の関係から子ども支援課への到着が６月22日（月）までのものとし、23日（火）以降の到着分は郵送いたしません。
９　現地説明会
現場の状況等について説明会を開催します。参加を希望する団体は、令和２年６月12日（金）までに福祉部子ども支援課にご連絡ください。
なお、本現地説明会に参加しなくても、指定管理者の指定申請はできます。
1 日　時　　　令和２年６月16日（火）午前10時から
2 場　所　　　池田保育園　遊戯室
3 内　容　　　施設の概要及び事業内容の説明
4 その他　　　参加人数は、１法人２人までとします。
10　資料の閲覧
（１）閲覧資料　
・児童福祉施設台帳
・関係規程等
・池田保育園運営懇談会資料、園だより
（２）閲覧期間　
令和２年６月1日（月）から同月30日（火）まで
　　　ただし、土曜日、日曜日を除きます。
（３）閲覧時間　
午前８時30分から午後５時15分まで
（４）閲覧場所　
多治見市役所駅北庁舎　福祉部子ども支援課
（５）留意事項　
① 閲覧を希望する場合は、あらかじめ福祉部子ども支援課へ連絡し、予約を行ってください｡
② 資料の持出しは禁止とします。なお、閲覧場所内における筆記、持込み機器等による複写は可とします。（個人情報が記載された資料は除きます。）
11　質問
（１）提出期限　
令和２年６月22日（月）　午後５時15分まで
（２）提出様式　
任意様式
（３）提出方法　
福祉部子ども支援課へ持参又は郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかで送付してください。（郵送の場合は、提出期限必着とします。）口頭による質問は受け付けません。
ファックス番号　　0572－23－8577
e-mail  　　　　　kodomosien＠city.tajimi.lg.jp
（４）回答方法
多治見市ホームページに随時掲載します。
　　　
12　申請の手続
（１）提出期限
　　　令和２年６月30日（火）　午後５時15分まで
（２）提出方法
　　　持参する場合　土・日曜日を除く午前８時30分から午後５時15分までの時間内に、直接窓口へ持参してください。
　　　郵送の場合　　子ども支援課への到着が６月30日（火）午後５時15分までのものとします。
（３）提出書類
ア  指定管理者指定申請書（手続規則「別記様式第１号」）
イ  池田保育園の運営に関する提案書
1 保育理念・基本方針
2 年間保育計画・指導計画（各年度分）
3 年間行事予定表（各年度分）
4 児童の健康管理についての考え方
5 特別保育（延長保育、一時保育、障がい児保育及び子育て支援センター事業等）についての考え方
6 給食の提供及びアレルギー児への対応についての考え方
7 衛生管理に関する考え方及び調理室の衛生管理方法
8 保護者、地域及び近隣の幼稚園・保育園・小学校との連携について
9 事故防止、衛生管理、防災等安全管理に対する考え方
10 市が実施する事業＜多治見市教育基本計画、習慣向上プロジェクトたじみプラン（いきいき遊び等）、子どもの健康・体力づくりたじみプラン（いきいき運動遊び等）、親育ち４・３・６・３たじみプランに関する事業等＞に対する取組について
ウ  同一事業者が運営している保育所について、第三者評価を受けている場合、評価書の写し
　　　エ  池田保育園の指定管理期間内における管理の業務に関する各年度の収支予算書
　　　オ　池田保育園の職員配置及び勤務条件
　　　カ　人材確保・採用計画及び人材育成計画
　　　キ　当該法人の経営状況を説明する書類
　　　　①　指定管理者の指定を受けるための申請書を提出する日の属する事業年度（以下｢現事業年度｣といいます。）の収支予算書及び事業計画書又はこれらに相当する書類
②　現事業年度の前の事業年度の収支計算書及び事業報告書又はこれらに相当する書類（現事業年度に設立された団体を除きます。）
③　現事業年度の前の事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（現事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録）
④　団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
⑤　現に行っている業務の概要を記載した書類
ク　その他市長が別に定める書類
①　当該法人の登記簿謄本
②　定款、寄附行為、規約又はこれらに相当する書類
③　当該法人の責めに帰すべき事由により、指定の取消しを受けた後２年を経過していない法人に該当していない旨を記載した誓約書（手続規則「別記様式第２号」）
④　国税又は地方税を滞納している法人に該当していない旨を証する書類（当該書類が官公署発行の証明書である場合は、公募告示の令和２年６月１日（月）以後に交付されたものに限ります。）
（４）提出部数
　  正本１部、副本13部（写し可）を提出してください。なお、提出書類は、やむを得ない場合を除き、原則として日本産業規格Ａ４判とし、ファイル等に綴じて提出してください。
（５）申請・提案に関する費用負担
　　　申請・提案の際に要する費用は、申請者の負担とします。また、提出された書類は返却しません。
（６）提案書の著作権及び公表
提案書の著作権は提案者に帰属します。ただし、申請書類及び提案書等は、複写することができるものとします。また、情報公開条例の規定等により開示又は公表することがあります。
（７）提案書の変更
　　　市が一旦受理した提案書については、明らかな間違い、軽微な修正を除き、内容変更は認めません。
13　指定管理者候補団体の選定
（１）選定方法
書類審査及び提案説明
多治見市池田保育園指定管理者候補団体選定及び評価委員会（以下「選定委員会」といいます。）が行う書類審査及び提案説明（プロポーザル）による審査
審査に当たり、提出書類について説明していただく機会を設けます。申請者による提案説明は、１団体30分以内とし、選定委員会委員が提案説明について質問するプロポーザル方式で実施します。
※　開催日時（令和２年７月６日（月）を予定）、場所、実施方法等については別途通知します。
※　書類審査及び提案説明後、必要に応じて、選定委員会が、申請者が現に運営する保育所・幼稚園を視察する場合があります。視察する場合は、別途、日程等を通知します。なお、視察時に申請者が現に運営する保育所・幼稚園の保護者会役員との面談の場の設定を依頼する場合があります。
（２）選定結果の通知
　　　選定委員会において、本要領の選定基準に基づき選定を行い、選定結果は、令和２年８月下旬を目途に申請者全員に通知します。
（３）選定結果の公開
　　　選定委員会の選定結果は、申請者の名称及び総合得点等を公開します。
（４）その他の留意事項
　　ア　選定委員及び関係市職員との接触の禁止
　　　　応募予定者及び応募申請者は、選定委員会委員及び関係市職員と本件提案についての接触（公募説明会・面接等、正当な行為を除く。）を禁じます。接触の事実が認められた場合には失格とすることがあります。
　　イ　重複提案等の禁止
　　　　ひとつの法人が複数の提案をすることはできません。
　　ウ　選定対象外
　　　　次の要件に該当した場合は、選定の対象から除外します。
1 提出書類に虚偽の記載があった場合
2 本要領に違反し、又は著しく逸脱した場合
3 提出期限までに必要な書類が揃わなかった場合
4 その他不正な行為があった場合
14　選定基準
　　選定委員会において説明いただく事業計画等に関する明瞭性・独創性・実現可能性・的確性・提案性等を考慮し、総合点数方式での審査により採点の上、指定管理者候補団体を選定します。
　　手続条例第５条の規定による選定基準に基づく具体的な評価項目及び配点は、次のとおりとします。なお、審査には最低基準を設定します。最低基準は、総得点の６割とし、申請者の総合得点が最低基準に満たない場合は、不合格とします。全ての申請者が最低基準を満たさない場合、最高得点法人は提案書を再提出し、再度選定委員会の審査に付することができるものとします。    
　〈評価項目〉

	評価項目
	配点

	提案書全体について　　　　　　　　　　　　　　　　 　  20点

	１
	教育基本計画、習慣向上プロジェクトたじみプラン、子どもの健康・体力づくりたじみプラン、親育ち４・３・６・３たじみプラン、インクルーシブ教育推進プラン及び多治見市子ども未来プランとの整合性はあるか
	10

	２
	提案書が本市の保育園運営の趣旨・目的に合致しているか（的確性）
	５

	３
	従業員の人材育成を効果的に図っているか
	５

	業務内容について　　　　　　　　　　　　　　　　    　 50点

	４
	保育所保育指針に基づいた保育サービスを行うことができると認められるか
	５

	５
	保育所の効率的な運営を行うことができると認められるか
	５

	６
	指定管理業務を安定して行うことができる能力を有すると認められるか
	５

	７
	本市の保育理念や保育内容を理解しており、実際の保育に反映することが可能と認められるか
	10

	８
	公立保育園の共通した取組を行うことができると認められるか
・特別保育（延長保育、一時保育、障がい児保育及び子育て支援センター事業）
・世代間交流（児童と宅老所との交流保育）、園庭開放（未就園児対象に園庭開放の日を計画し、園児と関わる場の提供や育児相談などを実施）
・習慣向上プロジェクトたじみプラン（いきいき遊び）
・子どもの健康・体力づくりたじみプラン（いきいき運動遊び）
	10

	９
	保護者との連携、情報提供、苦情処理のための手法が認められるか
	５

	10
	地域、近隣の幼稚園・保育園・小学校との連携を図るための手法が適切か
	10

	収支予算書について　　　　　　　　　　　　　　　　      5点

	11
	予算見積が適切であり、経費縮減が効果的に図られているか
	５

	指定管理者申請団体について　　　　　　　　　　　 　　　20点

	12
	業務遂行能力は認められるか（会計能力、事務処理能力等）
	５

	13
	保育活動に関する事業の実施実績はあるか
	10

	14
	人員の配置は適切か
	５

	その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　  　5点

	15
	関係機関（東濃子ども相談センター、市発達支援センター、市保健センター等）との連携を図ることができると認められるか
	５

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　  100点


15　管理に係る委託料
（１）管理に係る委託料の額
委託料の精算基準額は、毎年度国が定める公定価格（基本分単価にその月の在籍児童数を乗じた額に人件費や管理費に対する加算分を加えた額）、市が定める特別保育に係る補助金相当額、警備請負業務や自家用電気工作物の保安管理業務に係る委託料相当額に、毎年度国が定める地域子育て支援拠点事業の運営費（５日型常勤職員職員配置）の基本分及び宅老所に係る光熱水費相当額等を合算した額とし、前年度までの実績額を参考として予算で定める額の範囲内とします。ただし、市が業務内容を変更した場合にあっては、協議により定めるものとします。
（２）委託料の支払い
会計年度（４月１日から翌年の３月31日まで）ごとに指定管理者の請求に基づき、毎月払いとします。支払いの時期、方法、提出資料等は協定にて定めます。
　
　1　委託料は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を基準とする。
2　委託料の額は、次のとおりとする。
(1) 月払委託料
毎年度国が定める公定価格（基本分単価にその月の在籍児童数を乗じた額に人件費や管理費に対する加算分を加えた額）
※　公定価格は「81人から90人まで」の定員区分を採用し、途中入退園がある場合は、日割りをもって算出する。
(2) 年払委託料
市が定める特別保育（延長保育、一時的保育、障がい児保育）に係る補助金相当額に、毎年度国が定める地域子育て支援拠点事業の運営費（５日型常勤職員職員配置）の基本分を合算した額
※　市が定める特別保育（延長保育、一時的保育、障がい児保育）に係る補助金相当額については、多治見市補助金等交付要綱（平成８年告示第29号）により算出するものとする。但し、障がい児保育については、担当保育士の人件費相当額等と障害児１人につき月額70,000円とを比較して少ない方の額とする。また、障害児とは、公定価格における療育支援加算の要件である障害児をいう。
(3) 半年払委託料
警備請負業務や自家用電気工作物の保安管理業務に係る委託料相当額に、宅老所に係る光熱水費相当額等を合算した額
（３）決算資料（参考）
●令和元年度　決算見込み  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
	委託料（運営費12ヵ月分）
	８４，８２８

	特別保育委託料（延長・障がい児・一時保育）
	９，５７１

	宅老所に係る光熱水費、警備請負業務費、
自家用電気工作物保安守管理費
	５２７

	子育て支援センター委託料
	８，１５２

	合　計
	１０３，０７８


●平成30年度　決算  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位：千円)

	委託料（運営費12ヵ月分）
	８７，１２５

	特別保育委託料（延長・障がい児・一時保育）
	９，４１１

	宅老所に係る光熱水費、警備請負業務費、
自家用電気工作物保安守管理費
	５２３

	子育て支援センター委託料
	７，９５１

	合　計
	１０５，０１０


　　●平成29年度　決算   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

	委託料（運営費12ヵ月分）
	８７，０５９

	特別保育委託料（延長・障がい児・一時保育）
	７，９９０

	宅老所に係る光熱水費、警備請負業務費、
自家用電気工作物保安守管理費
	５２３

	子育て支援センター委託料
	７，８４２

	合　計
	９６，４８７



　　
16　指定管理者の指定及び協定の締結
（１）指定管理者の指定
指定管理者の指定には、多治見市議会の議決が必要です。選定した指定管理者候補団体を指定管理者に指定する議案を議会に提案し、可決されれば、市長が指定管理者に対して指定の通知を行うとともに、その旨を告示します。
（２）協定の締結
市と指定管理者は、業務の内容及び管理の基準に関する事項等について、申請時に提出した事業計画及び書類審査、面接審査の際の質疑応答などにおいて明確化した事項に基づいて協議の上、「協定」を締結します。
17　業務開始前に管理の実施が困難になった場合における措置
（１）指定管理者申請の辞退・選定結果通知後の辞退
指定管理者申請者が申請を辞退するときは、必ず福祉部子ども支援課に辞退届を提出してください。選定結果通知後に辞退することは、理由の如何に関わらず認められません。万一、選定結果通知後に辞退した場合、市が被った損害について、賠償請求をすることがあります。
（２）指定の取消し
指定管理者の業務開始前までの期間に、指定管理者候補団体として選定された団体又は指定管理者（以下「指定管理者等」という。）が、次の事項のいずれかに該当した場合は、指定管理者候補団体としての決定又は指定管理者の指定を取り消すこととします。
取消しとなった場合は、前記13の申請者の順位付けにおいて第２位に決定した申請者を指定管理者の候補者として選定することとします。（第２位の申請者について同様の事態が発生した場合は、第３位以降の申請者について順次同様に取り扱うこととします。） 
ア　多治見市議会において指定に係る議案が否決されたとき
イ　指定管理者等が倒産し、若しくは解散したとき又は社会的に非難される事件を起こしたとき
ウ　資金事情の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められるとき
エ　指定管理者等が提出した書類に虚偽の記載があることが判明したとき
オ　正当な理由なくして協定の締結に応じないとき
カ　要領に定める申請資格を失ったとき又は申請資格がないことが判明したとき
キ　その他指定管理者に指定することが不可能となったとき又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき
18　その他（留意事項）
（１）市長が管理業務等を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。この場合、指定管理者の損害に対し市は賠償しません。また、取消しに伴う市の損害について、指定管理者に賠償請求をすることがあります。
（２）管理状況が極めて良好で、かつ、引き続き同一の指定管理者を指定することにより、施設の管理運営を効果的かつ効率的に行うことができ、サービスの向上に寄与すると認められる場合（以下「成績良好の場合」といいます。）については、１回に限り非公募とすることが可能となります。
※　非公募により指定された場合、その団体は、２期連続で指定管理者となりますが、３期目については再度、公募となります。なお、公募により同団体が更に引き続き指定管理者となり、成績良好の場合、再度、１回に限り非公募が可能となります。ただし、成績良好の場合に、非公募とするかどうかは、市の判断によります。
19　問い合わせ先
多治見市役所　福祉部子ども支援課
　　　〒507-8787　多治見市音羽町1丁目233番地　多治見市役所駅北庁舎３階
　　　電話番号　　　　　0572-23-5947
　　　ファックス番号　　0572-23-8577
　　　Ｅ-mail　　　　　 kodomosien@city.tajimi.lg.jp
多治見市池田保育園の管理に関する仕様書
１　趣旨
この仕様書は、多治見市保育所の設置及び管理に関する条例（昭和60年条例第１号）及び多治見市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和53年規則第12号）に定めるもののほか、指定管理者が行う業務の詳細について定めることを目的とする。
２　管理運営に関する基本的な考え方
（1） 多治見市池田保育園（以下「池田保育園」という。）の目的、事業に基づいた管理運営を行うこと。
（2） 公の施設であることを常に念頭に置いて、児童、保護者、保護者会及びその他の利用者（以下「利用者」という。）への奉仕及び公平なサービスの提供に努めること。
（3） 事業計画書等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう適正な管理運営を行うとともに、効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の縮減に努めること。
（4） 利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。
（5） 施設内での利用者の安全に配慮し、事故防止に努めること。
（6） 市内の保育園及び幼稚園、近隣の小学校及び児童館との連携・協力を行うこと。
（7） 市と密接に連携を図りながら管理運営を行うとともに、市の施策＜多治見市教育基本計画、習慣向上プロジェクトたじみプラン（いきいき遊び等）、子どもの健康・体力づくりたじみプラン（いきいき運動遊び等）、親育ち４・３・６・３たじみプランに関する事業等＞に沿った事業を実施すること。
（8） 保護者及び地域住民と連携を図り、情報の発信並びに地域に根ざした運営に努めること。
（9） 個人情報の保護を徹底すること。
（10） 環境に配慮した管理運営に努めること。
（11） 園の管理運営に関しては、市及び利用者に対し説明責任を負うことを認識し、円滑な管理運営を行うこと。
３　管理の基準
（１）法令等の順守
池田保育園の管理運営に当たっては、次の各号に掲げる法令等を順守しなければならない。
1 地方自治法（昭和22年法律第67号）
2 児童福祉法（昭和22年法律第164号）及び関係法令
3 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）及び関係法令
4 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚令第63号）
5 岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年岐阜県条例第90号）
6 多治見市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第１号)
7 多治見市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年規則第12号)
8 多治見市子どものための教育・保育給付の支給要件に関する条例（平成27年条例第２号）
9 多治見市子どものための教育・保育給付の支給要件等に関する規則（平成27年規則第29号）
10 多治見市保育の実施に関する事務取扱細則（昭和62年規則第18号）
11 多治見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第31号）
12 多治見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める規則（平成27年規則第４号の３）
13 多治見市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成16年条例第26号）
14 多治見市個人情報保護条例（平成８年条例第25条。以下「保護条例」という。）
15 多治見市情報公開条例（平成９年条例第22号。以下「情報公開条例」という。）
16 多治見市立保育所における保育事業に係る苦情等の解決に関する規則（平成15年規則第３号）
17 その他管理運営に適用される法令
（２）保育時間 

	保育短時間（８時間）

（平日・土曜日）
	通常保育（11時間）

（平日・土曜日）

	通常
	延長
	通常
	延長

	8:30～16:30
	7:00～8:30

16:30～19:00
	7:00～18:00
	18:00～19:00


ただし、保護者の労働時間その他家庭の状況を考慮した保育必要量の認定に従い、保育時間を延長又は短縮することができる。
（３）休業日
1 日曜日
2 国民の休日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
3 12月29日から翌年の１月３日までの日
（４）環境への配慮
指定管理業務の遂行に当たっては、多治見市環境方針に基づき、次のような環境への配慮に留意しなければならない。
1  事業の実施に伴う移動、運搬には低公害型の手段を用いるように努めること。
2 消耗品の使用に当たっては、環境への負荷の少ないものを選定すること。
3 エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）を遵守し、池田保育園におけるエネルギー使用を適切に管理し、その合理化を進めること。
4 酸性物質排出量を低減するため、低公害車の使用や輸送体系の効率化により自動車排ガス抑制に努めること。また、重油等燃料は、極力硫黄分の少ないものを使用すること。
5 事業実施に当たっては、廃棄物の抑制、減量化及びリサイクルに努め、エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するほか、事業により廃棄物がでた際は適正に処理すること。
（５）バリアフリーへの配慮
施設内はバリアフリー化を心掛け、備品の配置や動線の設定、掲示等に配慮すること。
（６）喫煙対策
池田保育園の敷地内は、禁煙とすること。
（７）物品の購入時の配慮
指定管理者は、購入する物品について、原材料に内分泌かく乱科学物質を有する等人体に有害な影響を及ぼすおそれのある製品は使用しないよう努めるものとする。
（８）行事等の市広報紙の取扱い
指定管理者が主催で実施する事業（市が関与しないもの）
1 営利目的の事業については、市広報紙への掲載を不可とする。（非営利の事業についても、記事の内容及び紙面の状況により掲載できない場合がある。）
2 指定管理者が個別に掲載を希望する場合は、直接、市広報紙主管課へ掲載依頼を提出すること。
（９）園児の安全の確保に関すること
池田保育園に入所している児童（以下「園児」という。）の安全対策について、各種マニュアルを作成し、緊急対策、防犯・防災対策に万全を期し、従業員を指導し、万一に備えて従業員及び園児を訓練すること。
（10）緊急時の対応
1 指定管理者は、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保、必要な通報等についての対応計画を作成し、緊急事態の発生時には的確に対応すること。
2 園児の急な病気、けが等に対応できるよう、園児の健康状態及びかかりつけ医療機関等を確認するとともに、近隣の医療機関等と連携し、緊急時には的確な対応を行うこと。
3 指定管理者は、施設内での火災、犯罪、疾病、食中毒等の防止に努めるとともに、発生時には的確に対応すること。
4 災害などにより、市が池田保育園を市民避難場所ほか防災拠点として使用する必要があると認めるときは、その指示に従うこと。
（11）帳簿の記帳
指定管理者は、池田保育園の管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切に帳簿に記帳するとともに、当該収入及び支出に係る帳簿及び証拠書類については、次年度の４月１日から起算して帳簿については10年間、証拠書類については５年間保存すること。
また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。
（12）文書管理
指定管理者は、その管理の業務に係る文書を適正に管理し、当該文書の検索に必要な資料として文書目録を作成し、情報公開条例に基づく一般の利用に供するとともに、毎年度終了後、市に提出するものとする。
指定管理者は、指定期間終了後、その管理の業務に係る文書を市又はその後の指定管理者に引継ぐものとする。
（13）業務報告に関すること
①　毎月終了後、次に掲げる書類を翌月の10日までに提出するものとする。
ア　延長保育利用児童数
イ　一時保育利用児童数
2  次に掲げる事項は、その事由が発生したとき直ちに報告するものとする。
　　ア　産休等代替従業員を採用した場合
　　イ　入所児童及び職員にインフルエンザ、腸管出血性大腸菌感染症、ノロウイルス等の食中毒・感染症の発生があった場合
ウ　入所児童が保育中及び登降園途中の事故や災害により医療機関で受診した場合
エ　利用者より保育事業に係る苦情等の申し出があった場合
オ　監査等の実施状況（県施設及び指導監査、保健所立入り調査）
3 毎年度終了後、２ヶ月以内に事業報告書を提出するものとする。
　　ア　委託料（保育所運営費相当額、特別保育事業に係る補助金相当額及び施設保守管理費）の収支決算
　　イ　管理業務の実施及び利用の状況（利用状況、職員の配置状況、年間行事等の実施状況、施設保守点検業務の点検結果報告等）
　　ウ　管理に係る経費の収支状況
4 その他、市が必要とする報告書を提出すること
（14）個人情報保護に関すること
指定管理者は、その管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、当該業務の範囲内で、個人情報の保護について保護条例第25条の２の規定により、市の機関と同様な義務を負うものとする。従って、当該業務において保有する個人情報について、本人から開示、訂正、削除又は利用停止の請求があった場合については、保護条例の例により、適切に処理するものとする。
また、当該業務に関し知り得た個人情報を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のため、協定書に多治見市個人情報保護条例施行規則（平成９年規則第４号）第19条に規定する必要な措置を盛り込むものとする。
なお、保護条例の規定に違反した場合については、指定管理者の従事者又は従事者であった者のほか指定管理者についても、第32条、第33条、第34条及び第35条の罰則規定が適用になる。
（15）情報の公開について
指定管理者は、その管理の業務を行うに当たり保有することとなる情報のうち、個人情報以外のものについては、積極的に公開に努めるものとする。また、当該業務を行うに当たり保有する情報について、市長から提供を求められたときは、これに応じなければならない。
（16）行政手続に関すること
指定管理者は、多治見市行政手続条例（平成９年条例第１号）第２条第１項第３号に規定する「行政庁」に該当するため、同項第４号に規定する使用許可などの処分を行う場合については、市が定める申請に関する処分に関する審査基準、標準処理期間、不利益処分基準等により、適正な処理をしなければならない。
（17）守秘義務
指定管理者及びその従業員は、管理の業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その指定管理者でなくなった後及びその従業員でなくなった後も、同様とする。
４　指定管理者が行う業務
（１）保育の実施に関すること
指定管理者は、別紙「池田保育園が目指す保育」に掲げた事項を基本として、以下の事業を行うものとする。
1 市長が保育の実施を依頼した児童（障がい児（要支援児を含む。以下同じ。））の保育
2 　延長保育、一時保育等の特別保育
ア　延長保育、一時保育の受け入れの承諾は、保護者からの依頼を受け、指定管理者が行うものとする。
イ　延長保育、一時保育に係る保育料・利用料は、市の保育料・利用料に準じて指定管理者が定めるものとし、指定管理者の収入とする。
3 広域入所児童の保育
ア　広域入所児童の入所に係る承諾は、指定管理者と協議の上、市が行うものとする。
イ　広域入所児童の保育に係る利用料は、公定価格に準じて、協定書において定めるものとする。
4 私的契約児童の保育
ア　私的契約児童の入所に係る承諾は、保護者からの依頼により市に報告の上、指定管理者が行うものとする。ただし、市より保育の実施を依頼した場合は、入所依頼日の前日までに契約を解除するものとする。
イ　私的契約児童の保育に係る利用料は、市の保育料に準じて指定管理者が定めるものとし、指定管理者の収入とする。
5 地域子育て支援センター事業
ア　子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 
概ね３歳未満の者（以下「幼児等」という。）及びその保護者（以下「子育て親子」という。）が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置、子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動
イ　子育て等に関する相談、援助の実施
子育てに不安や悩み等を持っている保護者に対する相談及び援助
ウ　地域の子育て関連情報の提供
保護者が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報の提供
エ　子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上）
子育て親子や、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者を対象とした、月１回以上の子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
オ　一時預かり事業
多治見市一時的保育事業実施規則（平成18年規則第49号）第２条各号に規定する事業に準じ、保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる幼児等に対しての保育を実施
カ　その他、拠点施設を拠点とした独自の子育て支援事業の実施
6 年間行事
指定管理者は、下記に掲げる現在の池田保育園の年間行事を原則とし計画を策定すること。
	月
	行事内容
	月
	行事内容

	4月
	入園式
	10月
	運動会

	5月
	春の遠足、保育参観、
懇談会、幟おこし
	11月
	秋の遠足、祖父母参観
公民館まつり参加

	6月
	軒ぶき、プール開き
	12月
	クリスマス会

	7月
	七夕会、夏祭り
	1月
	餅つき会

	8月
	お泊り保育、プール納め
	2月
	節分の会、保育参観、懇談会

	9月
	お月見
	3月
	お別れ遠足、お楽しみ会、卒園式


＜毎月の行事＞
　誕生会、避難訓練、発育指導、交通指導
＜その他の行事等＞
　交通教室、歯科指導、バイキング給食、嘱託医検診（内科、歯科、眼科）、尿検査、
　引き取り訓練、防犯訓練、運営懇談会、多世代との交流会、地域との交流会
7 給食の実施
ア　指定管理者は、原則として市が作成する統一献立を基本に、園において給食を実施するものとする。
イ　指定管理者は、遺伝子組み替え食品と表示されているものは使用しないものとする。また、遺伝子組替え食品のおそれのあるものなどについても使用しないように努めるものとする。また、翌月に前月実施した給食の献立及び食材の購入状況について、市に報告するものとする。
ウ　指定管理者は、アレルギー等の児童に対しては、多治見市保育園食物アレルギー児の給食対応マニュアルに準じて対応と配慮をするよう努めるものとする。
エ　指定管理者は、多治見市保育園給食衛生管理マニュアル、多治見市保育園給食に関する事務要綱を遵守するものとする。
8 その他
　　 ア　地域の小学校の児童や職員間の交流の機会を積極的に設けるものとする。
　　 イ　市が実施する「歯科指導」「交通安全教室」については３歳児から受け入れて実施するものとする。
（２）池田保育園の維持管理に関すること
指定管理者は、池田保育園の機能と環境を良好に維持し、保育園業務が常に快適且つ衛生的に行われるために、日常の必要な清掃、施設等の点検及び保守管理に関する以下の業務を行うこと。
1 清掃業務
	業務内容
	回　数

	保育室、調理室及びトイレ等の施設清掃
	日１回以上

	ガラスの清掃
	年１回以上

	エアコンの清掃
	年１回以上（フィルター）、
５年に１回以上（室内機洗浄等）

	給食室換気扇の清掃
	年３回以上

	給食室グリストラップの清掃
	月１回以上

	植栽及び園庭の清掃管理（除草、枝払い）
	年１回以上

	施設周辺の清掃
	随時


2 保守管理業務

	業務内容
	回　数

	備品の点検
	年１回以上

	遊具の点検
　・目視
　・非破壊安全点検
　・定期保守点検
	月１回以上
業者による点検　年２回
業者による点検　年４回

	砂場の砂の補充
	年１回以上

	システム警備による施設の保安監視業務
	月１回以上

	法定点検業務
・非常通報装置保守点検
・自家用電気工作物保守管理
・業務用エアコン・冷凍冷蔵庫の定期点検
・消防用設備等の保守点検

	機器点検　　　　　　年２回以上
通報点検　　　　　　年２回以上
通常点検　需要設備　月１回以上
自家発電装置　年２回以上
年次点検　　　　　　年１回

簡易定期点検　　　　年４回以上
機器・総合点検　　　年１回
機器点検　　　　　　年１回


3 衛生管理業務

	業務内容
	回　数

	給食室の水質検査
	１日２回以上

	（簡易）プールの水質検査（使用時）
	１日１回以上

	全従業員の腸内細菌検査
	月２回以上


4 施設の不備の報告
ア　指定管理者は、施設及びその付帯施設に不備や不具合を発見した場合は、直ちに市に報告しなければならない。
イ　指定管理者は、災害その他の事故により施設等が滅失、損傷した場合は、直ちに市に次の事項を記載した報告書を提出しなければならない。
· 施設等の滅失、損傷した位置
· 事故の日時及び原因
· 被害の状況
· 保全又は復旧のためにとった応急措置
ウ　市は、指定管理者の報告その他により滅失又は損傷の事実を知ったときは、関係機関と協議の上、速やかにその対応策をとり、指定管理者に連絡するものとする。
5 施設等の修繕
施設及び設備に関する１件５万円未満の修繕費用は、指定管理者が負担する。
6 市が貸与する備品の修繕等
市が貸与する備品が、経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなったときは、１件５万円未満の修繕又は１件10万円未満の購入（調達）は、指定管理者が負担する。この場合、購入（調達）した備品は、市の所有とする。
7 市が貸与する備品以外の購入（調達）等
指定管理者は、市が貸与する備品以外で、本業務の用に供する備品を購入（調達）する際は、市と協議の上、自己の負担により購入（調達）するものとする。この場合、購入（調達）した備品は、指定管理者の所有とし、市が貸与した備品と区別して管理するものとする。
また、指定管理者の負担により購入した備品の修繕は、指定管理者が負担するものとする。
8 物品等の管理保全
ア　指定管理者は、物品等について注意をもって管理する。
イ　指定管理者は、管理している物品等を、指定管理業務の目的以外の用途に使用しないものとし、併せて第三者に貸与、又は譲渡してはならない。
ウ　業務に必要な消耗品は、指定管理者の負担により購入するものとする。
（３）その他管理運営に関し必要な事項
① 従業員の配置等
　ア　指定管理者は、従業員を配置することとし、その職種及び人数は次のとおりとする。

	職種
	人数

	園長
	１人
　保育士として保育経験年数が10年以上ある者、若しくはこれと同等と認められる者

	主任保育士
	１人以上
　保育士として保育経験年数が10年以上ある者、若しくはこれと同等と認められる者

	クラス担任保育士
	０歳児・・・・・・・３人に１人以上
１・２歳児・・・・・６人に１人以上
３歳児・・・・・・・20人に１人以上
４・５歳児・・・・・30人に１人以上

	障がい児担当保育士
	障がい児・・・・・・支援の程度によることとする

	子育て支援センター
一時保育担当保育士
	３人

	調理員
	３人


· 上記のほか必要な従業員を配置するものとする。
　イ　従業員の職種による要件は、次のとおりとする。
· 園長、主任保育士、クラス担当保育士全員及び障がい児担当保育士のうち１人は、常勤従業員でなければならない。また、園長と主任保育士を除く常勤保育士の３分の１以上は、保育士として勤務年数５年以上の者、又はこれと同等と認められる者を配置すること。ただし、配置した従業員が産休、育休等の場合の代替職員配置はこの限りでない。
· 園長を除く保育士は、保育士資格を有すること。
　　 ウ　指定管理者は、指定期間中は従業員の安定的、継続的な雇用に努めること。
　　 エ　従業員は、専任とする。
オ　従業員は、名札を着用するなど常に利用者に施設従業員と分かるようにすること。
　 ②　従業員研修
　　　 指定管理者は、従業員を多治見市保育研究会、多治見市幼児教育研究会、その他関係団体の主催する研修会・研究会等へ積極的に参加させ、従業員の資質の向上を図るものとする。なお、研修に要する費用は、指定管理者の負担とする。
③　池田保育園運営懇談会の開催
ア　指定管理者は、本業務を円滑に実施するため、市と協議の上、保護者、地域代表、行政代表等を含む池田保育園運営懇談会を設置する。
イ　指定管理者は、市と共同して池田保育園運営懇談会を開催し、保護者､地域等の意向を把握し、業務内容に反映させ、円滑な運営に努めるものとする。
④　苦情等の解決
指定管理者は、多治見市立保育所における保育事業に係る苦情等の解決に関する規則に基づき、利用者より保育事業に係る苦情等の申し出があった時は、市に報告の上、解決に努めるものとする。
⑤　防災計画
ア　指定管理者は、防災計画を作成し、防火管理者を置かなければならない。
イ　指定管理者は、園児の安全教育に係る避難訓練及び交通指導の年間計画を作成し毎月１回訓練を行うこと。
6 園児の健康管理と医師の配置
指定管理者は、園児の健康管理に留意するとともに、嘱託医を配置し、園児の健康診断及び健康管理に関する相談を行うものとする。
7 宅老所について
多治見市が設置する宅老所について、指定管理者は、地域老人の自主運営を保障し、池田地区を中心とする地域との交流連携を深めるものとする。
8 池田保育園ホームページの作成及び更新
9 市の策定する福祉諸計画に係る事業の実施と報告
（４）公共料金の取扱い
公共料金の取り扱いについては、次のとおりとする。
①　公共料金とは、次に掲げるものをいう。
ア　光熱水費（電気･ガス・上下水道）
イ　電信電話料金
ウ　インターネット接続料金
②　公共料金等は、次により利用月における管理者が負担することとする。
ア　指定期間の開始日前後及び指定期間の終了日前後において日割り計算はしないこととする。
イ　前号の規定に基づき、令和３年４月分の公共料金等に令和３年４月１日前の利用に係る部分がある場合であっても、その全額を指定管理者が負担することとする。
ウ　アの規定に基づき、令和８年４月分の公共料金等に令和８年３月31日以前の利用に係る部分がある場合であっても、当該部分については、市又は市の指定するものが負担することとし、指定管理者の負担は要しないこととする。ただし、令和８年４月1日以降の指定管理者が同日前の指定管理者である場合は、この限りではない。
3 上記②の規定により指定管理者が負担すべき公共料金等については、当該公共料金等の請求が、令和８年４月１日以降になされた場合であっても、これを指定管理者が負担することとする。
④　上記②、③の規定は、指定期間満了前に指定の取消しがあった場合、業務の全部又は一部の停止を命じられた場合に準用する。
５　管理の業務の一括委託の禁止
管理の業務を第三者に委託し、又は請負わせることはできない。ただし、その一部について、あらかじめ市と協議の上、市が認めた場合はこの限りではない。

６　リスク分担と保険加入に関すること
指定管理者は、池田保育園の建物に係る火災保険及び建物損害保険、日本スポーツ振興センターの災害共済給付保険に加入し負担するものとする。ただし、全国市長会学校災害賠償補償保険については、市が加入する。

また、池田保育園の管理運営に関する基本的なリスクの分担に対する方針は次のとおりとし、指定管理者は、これらに基づく自らのリスクに対して、適切な範囲で保険等に加入しその保険の写しを市に提出するものとする。
	項　目
	内　　　容
	リスク負担者

	消費税率の変動
	市が指定管理者に対して支払う管理に係る委託料のうち消費税相当分の増減
	市

	その他税等法定経費の変動
	上欄消費税相当分を除き、法人税等の税率の増減、雇用者に係る事業主負担の増減等の法定経費の変動
	指定管理者

	物価等の変動

	人件費、物品費、光熱水費等の変動に伴う経費の増
	指定管理者

	需要の変動
	利用者の減少
	指定管理者

	資金調達等
	運営上必要な初期投資、資金の確保
	指定管理者

	運営リスク

	市及び指定管理者の責めに帰さない事故、災害等によるもの
	市と指定管理者の協議による

	
	施設等の管理上の瑕疵に係る臨時休館等
	指定管理者

	
	１週間以内の改修、改修、修繕、保守点検等による施設等の一部の利用停止
	指定管理者

	
	１週間を超える改修、改修、修繕、保守点検等による施設等の一部の利用停止
	市（ただし、指定管理者の責めによる場合は指定管理者の負担）

	施設等の損傷
	市及び指定管理者の責めに帰さない事故、災害等によるもの
	市

	
	施設等の管理上の瑕疵に係るもの
	指定管理者

	損害賠償
	国家賠償法（昭和22年法律第125号）第１条又は第２条の規定に該当した場合
	市（ただし、市は求償権を有するものとする。）

	
	上記以外
	指定管理者


７　事業評価　
　指定管理者は、内部評価を行うものとし、市の指示があった場合は、児童福祉施設の評価事業を行う第三者評価を受けるものとする。第三者評価に係る費用は、市が負担するものとする。
８　管理に係る委託料
（１）委託料の額
1 毎年度国が定める公定価格（基本分単価にその月の在籍児童数を乗じた額に人件費や管理費に対する加算分を加えた額）及び市が定める特別保育に係る補助金相当額、警備請負業務や自家用電気工作物の保安管理業務に係る委託料相当額に、毎年度国が定める地域子育て支援拠点事業の運営費（５日型常勤職員職員配置）の基本分及び宅老所に係る光熱水費相当額等を合算した額とし、前年度までの実績額を参考として予算で定める額の範囲内とする。ただし、市が業務内容を変更した場合にあっては、協議により定めるものとする。
2 各単価表は「８１人から９０人まで」の定員区分を採用し、途中入退園がある場合は、日割りを以て算出する。
3 特別保育（延長保育、一時的保育、障がい児保育）に係る補助金相当額については、多治見市補助金等交付要綱（平成８年告示第29号）により算出するものとする。但し、障がい児保育については、担当保育士の人件費相当額等と障害児１人につき月額70,000円とを比較して少ない方の額とする。また、障害児とは、公定価格における療育支援加算の要件である障害児をいう。
（２）委託料の支払い
会計年度（４月１日から翌年３月31日まで）を基準として、毎月払いで支払うことを原則とする。支払いの時期、方法、提出資料等は協定にて定めます。
（３）区分会計の独立と管理口座
指定管理者は、自身の団体等と独立した会計帳簿類及び経理規定を設けるとともに、収入及び経費については、団体自身の口座とは別の口座で管理すること。
また、他の「公の施設」の指定も受ける場合、他の「公の施設」の管理口座とは別の口座で管理すること。
９　協定の締結
市と指定管理者は、業務の内容及び管理の基準に関する事項等について、申請時に提出した事業計画及び書類審査、面接審査の際の質疑応答などにおいて明確化した事項に基づいて協議の上、協定を締結する。
（１）協定の主な内容
多治見市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成16年規則第62号）第８条の１号から７号までに規定するもののほか、リスクの管理・責任分担に関する事項とする。
（２）その他
協定は、指定という行政処分の附款であり、契約とは異なる。また、協定で定めた事項については、基本的に改定は行わない。ただし、特別の事情があるときは、協議の上、協定の改定をすることができることとする。
10　指定期間満了前の指定の取消し
（１）市による指定の取消し
市は、次の事項のいずれかに該当すると認める場合は、指定期間満了前に指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとする。
①  指定管理者が業務に際し不正行為を行ったとき
②  指定管理者が市に対し虚偽の報告を行い、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき
③  指定管理者が協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
④  自らの責めに帰すべき事由により、指定管理者から協定締結の解除の申出があったとき
⑤  指定管理者が次の事項のいずれかに該当するとき
ア　公募要領に定める申請資格を失ったとき又は申請資格がないことが判明したとき
イ　資金事情の悪化等により、業務の遂行が確実でないと認められるとき
⑥  その他市が必要と認めるとき
（２）不可抗力による指定の取消し
市又は指定管理者は、不可抗力の発生により、業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。協議の結果、やむを得ないと判断された場合、市は指定の取消しを行うものとする。
（３）指定期間満了前の取消し時の措置に関する事項
①  指定管理者の責めに帰すべき事由により、指定期間満了前に指定の取消しが行われた場合は、市に生じた損害は指定管理者が賠償することとする。
②  指定管理者は、指定期間満了前の指定の取消しが行われた場合、その事由の如何を問わず、次期管理者が円滑かつ支障なく、池田保育園の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとする。
11　指定期間終了後の引継ぎ　

（１）指定管理者は、指定期間終了後、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うこと。
（２）指定期間終了後若しくは指定の取消し等により次期指定管理者へ業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供するものとする。
（３）指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前記10（１）の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
12　指定管理者が異なる場合の準備行為
指定管理期間の最終年度において、次期指定管理予定者が指定管理者と異なる場合については、次期指定管理業務の引継ぎを円滑に進めるため、指定管理者は事前準備に協力しなければならない。

13　その他
（１）立入り検査
市は必要に応じ、施設、物品、各種帳簿等並びに管理運営の実地について検査を行う。指定管理者は、合理的な理由無く、これを拒否できないこととする。
（２）監査　
市監査委員が市の事務を監査するに当たり、必要に応じ指定管理者に対し、実地調査及び必要な記録の提出を求められる場合がある。
（３）協議
指定管理者は、この仕様書に規定するほか、指定管理者の業務の内容及び処理について、疑義が生じた場合は市と協議し決定すること。
池田保育園が目指す保育
１　保育理念・基本方針
〇児童福祉法に基づき、保育を必要とする子どもの保育をすることを目的とします。
〇子どもの一人一人の幸せを願い、人権の尊重を基盤に、豊かな人とのつながりのなかで、さまざまな経験を通し、調和のとれた人間形成を目指します。
２　園目標
○心身ともにたくましく、丈夫な子ども・・・・＊基本的生活習慣を身につける
＊よく食べる子ども
＊よく遊ぶ子ども
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊よく眠る子ども
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊自然のなかで自然と関わって
＊薄着の習慣
○友達とよく遊び、思いやりのある子ども・・・＊同年齢や異年齢の関わり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊地域のさまざまな人との関わり
○情操豊かで、自ら考え行動する子ども・・・　＊さまざまな経験や体験をする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊自己肯定感のもてる子ども
３　保育方針
○集団生活の中で、基本的生活習慣を身につける。
○人とのかかわりの中で、人に対する愛情と信頼感、人権を大切にする心を育てる。
○いきいきあそび、いきいき運動あそびを通して体力の増進を図り、集中力を身につける。
○自然に親しみ、動植物に興味、関心を持ち探求心を育てる。
○描画や造形、歌や楽器に親しみ、表現する喜びを味わい、豊かな感性を育てる。
○絵本や物語に親しみながら、豊かな言葉や表現を身につける。
○異年齢活動交流（なかよしグループ）を通して、思いやる心、社会性、協調性を育てる。
　○食育活動を通して、食への興味関心を深める。
○地域機関と積極的に関わり、多世代での交流やふれあいを大切にする。
○保護者のニーズや要望の把握に努め、よりよい保育園づくりをめざす。
４　保育内容
○認識・理解力の育成
・朝の活動で、脳トレ遊びやいきいき遊びに取り組む。（未満児は手遊び等を楽しむ。）
・野菜の栽培と収穫、調理を通して食への興味関心を深める。
・絵本や紙芝居の読み聞かせ等を通して、見たり読むことに親しむ。
・描画や造形、歌や楽器にふれ、豊かな感性を育む。
・さまざまな活動を通して、集中力を高めることで、話をしっかり聞く気持ちと姿勢を育てる。
〇体力の育成
・戸外で砂・土・泥・水で遊ぶ。
・運動遊具や用具を活用した運動遊びや、集団遊びを取り入れる。
・園外保育を通して体力づくりや社会性を育てる。
・リズム遊びで、しなやかな身体と五感を育てる。
・薄着の習慣をつけ、気温の変化に適応できる丈夫な体作りをする。
〇社会力の育成
・身近な自然や、動植物に親しむ。
・幼児は、なかよしグループを通して、異年齢の関わりを持つ。
・障がい者センターや高齢者、小中学生と交流をもち、やさしさや思いやりの心を育てる。
・伝統行事や季節行事を体験し、地域のことを知る。
・4、5歳児における当番活動（給食・動植物の世話）を通して、自分の役割に責任を持って行うことを学ぶ。
●公立保育園の共通した取り組み
特別保育
　　　・延長保育、障がい児保育や未満児保育など必要な保育を実施
一時保育
　　　・緊急、一時的に保育が困難となる児童に対して実施
市内の他保育園と連携し、市が実施する事業＜教育基本計画、習慣向上プロジェクトたじみプラン（いきいき遊び等）、子どもの健康・体力づくりたじみプラン（いきいき運動遊び等）、親育ち４・３・６・３たじみプラン等＞をとりいれた取り組みの実施
　　　・教育委員会と連携し、保育園から小学校へのなめらかな移行を図るため、習慣や体力向上等の事業を展開
幼稚園・他の保育園・小学校等との交流
　　　・近隣の幼稚園、保育園、小学校の児童及び職員間の交流の実施
世代間交流
　　　・年長児中心に宅老所との交流保育の実施
園庭開放
・未就園児対象に園庭開放の日を計画し、園児と関わる場の提供や、情報提供・育児相談などの実施
中学生・高校生・看護学生・大学生の保育実習や保育体験の受け入れ
　　　・積極的に保育実習や保育体験の場を提供
その他運営について
・地域運営懇談会を年２回以上実施
　 ・苦情等申し出窓口の設置
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